
別の食品Cを製造する場合、製造ラインを洗浄したにもかか  

わらず、その特定原材料Aが混入してしまう場合などです。  

必ず混入するということであれば、食品Cは特定原材料Aを  

使用していると考えられますので、特定原材料Aについては  

表示が必要となります。   

食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質によっても発  

症することがありますので、コンタミネーションの防止策を  

講じる必要があります。コンタミネーションの防止策として  

は、製造ラインを十分に洗浄する、特定原材料及び特定原材  

料に準ずるものを含まない食品から順に製造する、可能な限  

り専用器具を使用することが大切です。そして、生産ライン  

においてどのような原材料を用いた食品を製造しているのか  

管理し、必要に応じて消費者に情報提供することができる体  

制を整えることが大事です。   

コンタミネーション防止策の徹底を図ってもコンタミネー  

ションの可能性を排除できない場合には、注意喚起表示によ  

って注意を促します。しかし「入っているかもしれません」  

「入っている場合があります」などの（可能性表示）は、た  

とえ原材料表示欄外であっても認められていません。  

注意喚起事例  

（例）小麦グルテンを分析し、一定量以下だった場合   

「小麦グルテンの検出限界（20ppm）以下」  

「酵素製品の添加量：0．05％」  

1   

小麦グルテン（酵素由来特定原材料）の   

最終食品での推定量最大含量：0．01ppm以下  

（10ng／ml以下）  

計算式：20押m以下×0．05％＝0．01ppm（10ng／山）  

1  

「表示の必要はない」と判断します  

3）酵素が使用される加工食品と培地に使用される特定原材料等  

加工食品例   使用されたことがある  培地こ使用される  
酸素例   特定原材料寄倒   

鰹エキス周エキス  プロテアーゼ   4、衰、大豆   

菩油，味噌   グルタミナーゼ   乳   
′ヾン   へミセルラーゼ   大豆   

チーズ   レンネット   d、麦   

オリゴ糖   マルH、リオヒドテーゼ  礼式豆カ、麦   

砂糖   ヂキストラナーゼ   孔   

ジュース   ベクチナーゼ   小麦、大豆   

柑橘果物缶竃   ヘスペリジナーゼ   d、麦   

茶カ⊥ロン亮：劇茶  アミラーゼ   d、麦、大豆   

食酢   アミラーゼ   乱、大豆   

植物油   ホスホリパーゼ   乳   

カマボコ豆腐磨  トランスグルタミナーゼ  孔   

例）落花生入りのチョコレートを禦遺した後、プレーン  

のチョコレートを製造した場合、油脂分の多いチョコレ  

ートは水でラインを洗浄せずにチョコレートで製造ライ  

ンを洗浄します（共洗い）。しかし、落花生の油脂分を  

除去することは難しく、ライン切替後もしばらく極微量  

であるが、プレーンチョコレートに落花生の油脂分が混  

入することになります（時間とともにその混入は減少）。  

ただし、常に数〝g／g以上ある場合には、アレルギー表  

示をしなければなりません。  

12）乳糖の表記について  
■▲一l● ＝…■■▲■■■●●1■」l■ ■■■●●‥■■●●   

当初精製された乳糖では、たんばく質が残存していなけれ  

ばアレルギー表示の必要がないとしていました。しかし、高  

度に精製されたものであってもたんばく質が残存することが  

判明しました（約0．3％前後）。このため、乳糖についても最  

終商品での残存タンパク量について「11、微量の取り扱いに  

ついて」で示した基準を準用することになりました。   

なお、表示方法としては、これまでは精製が不完全な乳糖  

が含まれている製品については、「乳成分を含む」と表記す  

ることとしていましたが、乳糖には「乳」の文字が含まれて  

いるため、代替表記として認めることになりました。  

欄外表示例：本製品の製造ラインでは、落花生を使  

用した製品も製造しています。  

例）米国のミシシッピー流域は大豆・とうもろこし・小  

麦などの大君倉地帯で、その輸送には川が利用されてい  

ます。穀物サイロ、はしけなどは共用使用されているた  

め、とうもろこしには大豆や」、麦が意図せずに混入して  

しまいます。その結果、このとうもろこしを使用してコ  

ーンフレークなどを製造した場合には、大豆や」、麦が混  

入していることになります。  

1字）コンタミネーションヘの対応  
…＝………●■＝…＝……＝●■▲●●●   

食品を製造する際に、原材料としては使用していないにも  

かかわらず、特定原材料等が意図せずごく微量、最終加工食  

品に混入（コンタミネーション）してしまう場合があります。   

例えば、ある特定原材料Aを用いて食品Bを製造した製造  

ライン（機械・器具等）で、次に特定原材料Aを使用しない  

欄外表示例：とうもろこしの輔送設備等は大豆、小  

麦にも使用しています。  
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5：．表示の作成  

1）原材料表示ステップ  
……■●●▲●●●■●●●●●●■●●●●●●●   

実際に「コロッケ」を例にして、原材料等の調査結果（表  

1：右）から表示を作成してみましよう。  
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車齢「す亘ケケ」中軸碑i適す錦軸 

従来の農村唱名   配合比   異材   表   ∴三〔†～   舶用ポ髄耳柵等  複合原材料   一次雇用   厭含此   

ばれいしよ   a8．91   ○  
パン粉   17．48  ○  ○  dヽ麦  パン粉   小麦勒   8ユ．26   

なたね油   10．52  （⊃  植物繊維   4．41   

牛肉   9．89   ○  牛肉  イースト   1．77   

たまねぎ   9．28   ○  ショートニング   2．65   

砂糖   2．8，   ○  

d、麦粉   2．37   ○  ○  d、麦  

みりん   1．53   （⊃  （⊃  

しょうゆ   1．亜   ○  ○  大豆  

粒状植物性たんばく   1．24   ○  ○  
マーガリン   0．95   （〕  ○  砂糖   5．80   

植物油偏   0．S2  ○  ○  食塩   1．78   

コーンスターチ   0．了3  ○  ブドウ糖   0．55   

脱胎粉乳   056   ○  乱  パプリカ色素   0．08   

牛脂   0．42   ○  牛肉  

食塩   0．3ユ   ○  

粉末状植物性たんばく   02g  ○  （⊃  イーストフード   0．2ひ   

卵白   0．27  ○  （⊃  卯  

香辛料   012   ○  ○  
小ま粉   d、麦粉   争9．00  

パーム抽   1．00  

みりん   もち米  

米  

米麹  
醸造アルコール  

憤類  

しょうゆ   脱胎加工大豆  
大豆  

小麦  

食塩  
アルコール  

粒状植物世たんばく  腕賜大豆  
江）食品添加物を使用しない冷凍コロッケの配合を  粉末状大豆たんばく  

4、麦グルテン  

つい  
大豆油  
カラメル色素  

マーガリン   食用楯物側偲   56．17  

食用精華加工油侶   42．13  

食塩   1．20  

乳化榊   ¢．60  

物油脂   食用なたね硬化油  
抽側ぜタミンE  

粉末状植物性たんI求  脱脂大豆  
大豆レシチン  

卵白   鶏卵自  
クエン酸  

香辛料   自こしょつ  

d、麦粉   
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ニ次展開   配合此  傭考  

とうもろこし  

牛脂   さ．65   牛脂   408ppmだが牛脂中の牛たんばく圭は0，2％●なので0．8ppmとなる   

豚脂   lき．20   豚偏   60恥pmだが豚脾中の豚たんばく量は川野なので○押mとなる   

パーム油   4さ．70  

なたね油   28．20  

グリセヴン脂肪酸エステル   1．00   大豆  

袖畑トコフェロール   仇益   大豆  

とうもろこし  

パプリカ抽出液  
シき塘膿肪酸エステル  大豆   上記同恥m未満の極微主な値となる   

なたね油  

小麦  小麦  

とうもろこし  
大豆レシチン  大豆  

パーム抽   ！粕．00   牛脂  
グリセリン脂肪酸エステル   10．00   」三‘．∴言   グリセリン脂肪酸エステル件脂劇濁が原料）24沖mになり、  

午．豚とも上記同様ppm未満の極微重な値となる  

甘藷  
とうもろこし  

大豆油  大豆  

なたね油  
パーム抽  

なたね抽  
パーム抽  

グリセリン脂肪餞エステル  牛肉   グリセリン腱肪酸エステルで恥pmとなり、  

豚肉   牛廊とも上記同様押m未満の極微主な億となる  
大豆レシチン  

トコフェロール  大豆  

大豆  大豆  

4、麦  
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表2）原材料に関する情報（特定原材料のみ、表1より抜粋）  

疑合原材料名   一次展開   二次展内  備考   

／粉   小ま敷  
ショートニング  牛脂  400ppmだが牛胸中のたんばく量は0．2％●なのでひ．恥pmとなる  

豚脂  60恥，mだが牛脂中のたんばく量は0．略●なので叫pmとなる  

グリセル應肪酸エステル  大豆  

抽出トコフェロール   大豆  

パプリカ色素   ショ職脂肪酸エステル  大豆  400ppmだが牛脂中のたんばく皇は0．2％◆なので¢．8ppmとなる  

イーストフード   小麦  
大豆レシチン  

蒙粉   小麦粉  
パーム油   グリセヴン脂肪餞エステル  牛脂  グリセリン備肪酸エステルで別押mとなり．  

豚脂   牛、勝とも上記同様ppm未満の極微量な値となる   

うゆ   脱脂加工大豆  

大豆  

d、麦  

た植物性たんばく  脱應大豆  

粉末状大豆たんばく  

d、表グルテン  

大豆油  

－ガリン   食用楯物髄脳  大豆油  

乳化剤   グリセリン脂肪酸エステル  牛肉  乳化剤で如叩となり．午、豚とも上記同様ppm未満の極微量な億となる  

豚周  

大豆レシチン  

トコフェロール   大豆  

財油脂   食用なたね硬化  

抽出ビタミンE  大豆  

失格物性たんばく  脱脂大豆  

大豆レシチン  

白   鶏卵白  

学科   小麦粉  

表3）各原材料に含まれる特定原材料等  

複合原材料  

名称より明らかなもの   複合原材料に隠れているもの   

ばれいしょ  
パン粉   （〕   小麦   大豆・牛脂′豚脂   

なたね油  

牛肉  牛肉  

たまねぎ  

砂糖  

小麦粉   ○   小麦   牛脂・豚脂   

みりん   ○  

○   大豆   小麦   

粒状葡物餞たんばく   ○  大豆・d、麦   

マーガリン   ○  大豆・牛脂・豚脂   

○  小麦   

コーンスターチ  

乱  

牛内  

○  大豆   

○   卵  しょうゆ                        植物油個                脱脂粉乳        牛脂        き ゃ        粉末状植物性たんばく        卵白        香辛料   ○  小麦   
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6：省略表記、代替表記について考えます。  1：複合原材料から特定原材料等を抽出します懐2）。  

2：最終製品における特定原材料等の圭について把握します   

懐1，2，3）。最終製品に記載すべき特定原材料等の圭は、   

数〃g佃または数〃少mtです。   

豚脂（豚肉）の表示の必要性を検討します。「牛」につい   

ては、原材料としての「牛肉」と複合原材料での合計量と   

なります。  

3：パン粉、小麦粉、マーガリンに豚脂が含まれており、豚   

脂中に存在する豚たんばく 傭タンパク質）が数〃g／gま   

たは数〃g／mほ超えるかどうかをチェックします。チェッ   

クの結果、数〝g／gまたは数〃g州未満と判断できるので、  

「豚肉」のアレルギー表示の必要性はありません。  

4：コンタミネーションの可能性を製造工程から判断します   

（表4：上回）。  

5：JAS法と食品衛生法に基づき原材料と特定原材料等につ   

いて表示します。  

ばれいしょ、′1ン粉、なたね制、午軋 たまねぎ、砂糖、づ、麦粉、みりん  
しょうゆ、粒状植物性たんばく、マーガリン、植物油脂、コーンスターチ、  
脱脂粉乳 牛用、食塩、粉末状植物性たんばく、卵白、香辛料  

2） 
●●■▲■■…＝＝■■■   

平成14年11月に、原生労働省よりアレルギー物質を含む  

食品の検査方法について通知が出されました。この通知で紹  

介された検査法は、監視する場合、特定原材料5品目の表示  

制度を科学的に検証することを目的として開発されたもの  

で、現時点で最も信頼性が高いと考えられる方法です。   

利用に際して注意を払う点は、食品の加工による特定原材  

料成分の変化・分解や食品からの特定原材料成分の抽出効率  

の変動により、この検査法による特定原材料総タンパク質含  

有量の測定結果は実際の含有量と必ずしも正確に一致しない  

ことです。   

これらの詳細については厚生労働省ホームページ  

（http：／／WWW．mhIw．go．ip／topics／bukyoku／iyaku／syoku－  

anzen／hyouji＾ndex．html）を参照してください。  

ばれいしょ、パン粉仲麦、大豆も含む）、なたね油、牛肉、たまねぎ、砂  

糖、小麦臥みりん、しょうゆ川一乗・大豆を含む）、粒状植物性たんばく  

（大豆・小麦含む）、マーガリン（大豆を含む）、植物油爬（小麦を含む）．  

コーンスターチ、脱脂粉乳、牛滞、食塩、㊨来状植物性たんばく（大豆を  

含む）、卵白、香辛料  
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6：アレルギ」表示の実施例   
」、安臥砂糖、金粉乳、カカオます、植物油脂、ココアバタ  

ー、ショートニング、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、乳  

化剤、香料、膨張剤（原材料の一部に大豆・卯を含む）  
事例を読むにあたり、食物アレルギー患者にとっては、  

個々の原材料の直後に括弧（かっこ）書きする方法（個別表  

示）が最も原材料に関する情報を得ることができることに留  

意してください。  

特定原材料等を  した根拠  

小 麦 粉：「小麦」の代替表示として認められていま  

す（→Pll）。  

全粉乳、加軌ん乳：乳等省令による乳製品であって、「乳」と  

いう文字が入っていることで、乳の代替表  

示として認められています。  

乳 化 剤：大豆レシチン、卵黄レシチンを使用してい  

るので、一指表示として「卵」「大豆」を  

記載しています。なお各々単体で使用する  

場合、大豆は植物レシチン（大豆由来ある  

いは大豆を含む）等の表記をする必要があ  

るが、卵黄は卵黄レシチンと記載すること  

ができます。  

香  料：乳由来の香料を任用していたが、全粉乳、  

加糖れん乳で「乳」は記載しているので省  

略しています。  

次のような順序でいくつかの事例を挙げて説明します。  

「アレルギー表示を行わなかった従来の表示」として、義   

務化前の表示を示します。  

「アレルギー表示をするに当たって注意すべき原材料」と   

して、アレルギー物質を含む可能性のある原材料につい   

て説明を：加えます。  

「アレルギー表示を行った新しい表示」として、義務化後   

の表示を示します。  

「特定原材料等を記載した根拠」として、実際にどの原材   

料に含ま≡れていたサを明らかにします。   

なお、以‾Fのいくつかの表示欄は、実際食品製造メーカー  

によって表示されているものなので、可能性で説明するもの  

と実際の表示は異なります。  

コーシスープ  

チョコレ⊥ト菓子  

スイートコーン、砂糖、植物性油脂、でん粉、食塩、クリー  

ム、チキンエキス、酵母エキス、ガゼインNa、香料、乳化剤、  

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）  
小麦粉、砂糖、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバタ  

ー、ショー・・トニング、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、乳  

化剤、香料、膨張剤  す るに当たって注意すべき  アレルギー表示を   

植 物 油 脂：「チョコレート菓子」の事例参照  

で  ん  粉：小麦でん粉の可能性があります。  

カゼイ ンNa：乳を原材料として製造されています。香  

料：コーンスープの場合、乳由来のものが  

使用される場合があります。  

乳 化 剤：「チョコレート菓子」の事例参照  

たって注意すべき  アレルギー表示をするに   

植 物 油 脂：通常は／トム油が使用されているが、大豆  

油が入っている可能性があります。  

ショートニング：チョコレート菓子の場合はパーム油が主体  

だが、輸入品の場合ピーナッツ油が使用さ  

れていることもあります。  

乳 化 剤：大豆や卵黄を原棚斗として製造するものが  

あります。  

香  料：チョコレート菓子の場合、乳由来のものが  

使用される場合があります。  

スイートコーン、砂糖、植物性油脂、でん粉、食塩、クリー  

ム（乳製品）、チキンエキス、酵母エキス、ガゼインNa、香  

料、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、  

（原材料の一都に小麦・大豆を含む）   
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いが、小麦は記載の必要があります。  

鶏 唐 揚 げ：名称に主要原材料が明記されている複合原  

材料なので、JAS法上はこのままで問題が  

ない。しかし、アレルギー表示では、唐揚  

げの衣と味付け筈に使用されているアレル  

ギー物質を含む原材料を記載する必要があ  

ります。  

たんばく加水分解物：広く動植物たんばくから製造されます。ま  

た分解の程度にも幅があるので、原料及び  

その分解度について確認が必要です。  

増粘多糖類：増粘安定剤である多糖類を2種類以上使用  

した場合、増粘多糖類と簡略化ができます。  

りんご由来のペクチンなどがあります。  

レ シ チ ン：大豆や卵黄から製造され蜜す。  

酸化防止剤（ビタミンE）：大豆からの製造方法く分子蒸留されてい  

れば表示不要）を確認する必要があります。  

を記載し  

で  ん 粉：小麦でん粉を使用しているので、一指表示  

として小麦を記載しています。  

ク リ ー ム：乳製品ですが、その名称から「乳」である  

ことが判らないとのことから、クリーム  

（乳製品）と表示する必要があります。  

チキンエキス：チキンは「鶏肉」の代替表示として認められ  

ています。（Pll参照）  

カゼインNa、香料：乳由来ですが、‘クリーム（乳製品）と  

「乳」は記載しているので省鴫しています。  

乳  化  剤：大豆レシチンを使用しているので、一一指  

表示として「大豆」を記載しています。  

【注】調味料（アミノ醍等）：調味料とは、添加物であ  

るアミノ酸／核酸／有機酸／無機塩を総称した一括名  

で、それらが2種輝以上混合されている場合に、  

そのうも最も土的に多いものの名称を、カツコを  

付して「00等」と記載します。しかし、いわゆ  

る食品扱いの動植物エキスなどを原材料として使  

用した場合に、これも上記の添加物と同じ強ちゅ  

うの調味料であると勘違いし、原材料欄に記載し  

ない場合には、JAS法上の表示違反になりますの  

で、十分注意する必要があります。 

味付け油揚げめん（小麦粉、食塩、植物たんばく、植物油脂、  

動物油脂、でん粉、内エキス、香辛料）、肉エキス、動植物油  

脂、醤油、鶏唐揚げ、食塩、糖類、きゃべつ、脱脂粉乳、たん  

ばく加水分解物、香辛料、野菜エキス、調味料（アミノ酸等）、  

かんすい、炭酸カルシウム、増粘多糖類、レシチン、ビタミ  

ンBl、酸化防止剤（ビタミン苫）、ビタミンB2、（原材料の一  

部に豚・牛・そば・卵・りんごを含む）  

特定原材料等を記載．した根拠  

動物油脂、内エキス：牛、豚、鶏を原料にしているが、鶏につい  

ては「鶏唐揚げ」として記載しているので  

最後のカツコ内には記載していません。  

植物たんばく：大豆たんばくであるが、「醤油（大豆の特  

定加工食品）」が記載してあるので省鴫し  

ています。なお、醤油の「小麦」は小麦粉  

として記載されているので省鴫していま  

す。  

鶏 唐 揚 げ：衣にそば粉を使用しているので、最後のカ  

ツコ内に「そば」を記載しています。  

脱 脂 粉 乳：乳等省令による乳製品であって、「乳」と  

いう文字が入っていることで、乳の代替表  

示として認められています。  

たんばく加水分解物：動物性のものを使用しているが、他の原材  

料との重複により省略しています。増粘多  

味付け油揚げめん（勺、麦粉、食塩、植物たんばく、植物  

油脂、動物油脂、でん粉、内エキス、香辛料）、肉エキ  

ス、動物油脂、植物油脂、醤油、鶏唐揚げ、食塩、糖類、  

きゃペつ、脱脂粉乳、たんばく加水分解物、香辛料、野  

菜エキス、調味料（アミノ酸等）、かんすい、炭酸カル  

シウム、糟粕多糖類、レシチン、ビタミンBl、酸化防止  

剤（ビタミンE）、ビタミンB2  

アレルギー表示をするに当たっ  

植物たんばく：小麦、大豆を原料として製造します。  

植 物 油 脂：「チョコレート菓子」の事例参照  

動 物 油 脂：牛、豚、鶏を原料として製造します。  

で  ん  粉：小麦でん粉の可能性があります。  

肉 エ キ ス：牛、豚、鶏を原料として製造する。またゼラ  

チンを含む場合があります。  

醤  油：特定加工食品として大豆は記載しなくてよ  
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糖類：りんごから製造したペクチンも使用  

しているので、最後のカツコ内に「りんご」  

を記載しています。  

レ シ チ ン：卵黄レシチンを使用しているので、最後の  

カツコ内に「卵」を記載しています。  

ハンパーク  

鶉肉、豚肉、年内、たまねぎ、パン粉、でん粉、粉末状植物性  

たんばく、粒状植物性たんばく、トマトケチャップ、食塩、  

砂糖、醸造酢、香辛料、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソル  

ビン酸）、リン酸塩（Na）、Pll調整剤  ロースハム  

ギ一義示をするに  

パ ン 粉：小麦粉、糖類、ショートニング（パーム油、  

魚油など）、乳製品、イースト、食塩等が含  

まれるので、配合の詳細を確認する必要が  

あります。  

で ■ん 沿：「スナックめん」の事例（P24）参照0  

植物性たんばく：「スナックめん」の事例（P24）参照0  

トマけチャップ：トマト、砂糖、醸造酢、玉ねぎ、香辛料等  

が含まれるので、配合の確認が必要です。  

醸 造 酢：穀物酢の場合、小麦を使用していないか確  

認する必要があります。  

豚ロース肉、水あめ、卵たんばく、植物性たんばく、食  

塩、内エキス、カゼインNa，調味料（アミノ酸等）、リン  

醸塩（Na）増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンC）、発  

色剤（亜硝酸Na）、カルミン酸色素  

ペき  るに当たっ   アレルギー表示  

水 あ め＝精製度により、製造に使用する分解酵素  

（小麦由来のアミラーゼ）や微生物由来酵  

素の培地（小麦、乳等）成分が残存する可  

能性があります。なお、異型化液糖は精製  

度が高いので考慮する必要がありません。  

植物性たんばく：「スナックめん」の事例参照0  

肉 エ キ ス：「スナックめん」の事例参軋  

カゼイ ンN乱：「コーンスープ」の事例参照0  

増粘多糖類：「スナックめん」の事例参軌  

鶏肉、豚肉、牛肉、たまねぎ、パン粉、でん粉、粉末状植物性  

たんばく、粒状個物性たんばく、トマトケチャップ、食塩、  

砂糖、醸造酢、香辛料、調味料（アミノ醸等）、保存料（ソル  

ビン醸）、リン酸塩（N乱）、PlI調整剤、（原材料の一部に大豆  

を含む）  

特定原材料等．を屈裁．し提供撫  

で ん 粉：小麦でん粉であるが、つなぎに使用してい  

る「パン粉」が小麦の特定加工食品である  

ので、小麦を改めて表示する必要はありま  

せん。  

植物性たんばく‥大豆たんばくなので、最後のカツコ内に  

「大豆」を記載しています。  

豚ロース肉、水あめ、卵たんばく、植物性たんばく、食塩、  

肉エキス、カゼインNa、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩  

（Na）増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤価硝  

酸Na）、カルミン酸色素、（原材料の一部に大豆ヰ肉・鶏  

肉・乳製品を含む）  

した根拠  

豚ロース肉、卵たんIfく：各々豚、卵の拡大表記として認められて  

います。  

植物性たんばく‥大豆たんばくを使用しているので、最後  

のカツコ内に「大豆」を記載しています。  

肉 エ キ ス：牛及び鶏のエキスを便用しているので、最  

後のカツコ内に「牛肉」「鶏肉」を記載し  

ています。  

ヵゼインNa：乳由来なので、最後のカツコ内に「乳成分」  

を記載しています。  

かに凰囁かまばこ  

魚肉（えそ、たら）、卵白、植物性たんばく（大豆）、食塩、で  

ん粉、植物油脂、かにエキス、たんばく加水分解物、調味料  

（アミノ酸等）、骨カルシウム、着色料（コチニール、パプリ  

カ色素）、酸味料、ソルビット、香料  

るに当たっ  アレルギー   

で ん 粉：「スナックめん」の事例参照   
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発酵調味料：小麦を使用していないか確認する必要があ  

ります。  

たんばく加水分解物：「スナックめん」の事例参照  

植 物 油 脂：「チョコレート菓子」の事例参照  

風味原料（香料）：えびガラ等を植物油脂で抽出したような  

香料もあるので確認が必要です。  

たんばく加水分解物：「スナックめん」の事例参照  

骨カルシウム：未焼成分のもので、魚を原料としている場合  

には魚類の確認が必要です。魚類が一定で  

ない場合は、骨カルシウム（魚介類）とし  

ます。  

しょうゆ（本醸造）、風味席料（かつおぷし、かつおエキス、  

さばぷし、にぽし、こんぶ）、糖顆（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、  

発酵調味料、みりん、食塩、たんばく加水分解物、酵母エキ  

ス、網味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一都に小麦・  

豚肉・ゼラチンを含む）  

魚肉（えそ、たら）、卵白、植物性たんばく（大豆）、食塩、で  

ん粉、植物油脂、かにエキス、たんばく加水分解物、調味料  

（アミノ酸等）、骨カルシウム、着色料（コチニール、パプリ  

カ色素）、酸味料、ソルビット、香料、（原材料の一部に小  

麦・鮭・ゼラチン・鶏肉・えびを含む）  

特定原材料等．を．記載ん．た根拠  

しょうゆ、発酵調味料：小麦を原料として使用しているので、最  

後のカツコ内に「小麦」を記載しています。  

たんばく加水分解物：豚肉、ゼラチンより製造されたものなの  

で、最後のカツコ内に「豚肉」、「ゼラチン」  

を記載しています。  特定原材料等を記載．した根拠  

卵  白：卵の拡大表記として認められています。  

で  ん  粉：小麦でん粉であるので、「小麦」を後のカ  

ツコ内に記載しています。  

香  料：えびガラを使用した香料なので、「えび」  

を最後のカツコ内に記載しています。  

たんばく加水分解物：ゼラチン、鶏肉より製造されたものなので、  

「ゼラチン」「鶏肉」を最後のカツコ内に記  

載してい雷す。  

骨カルシウム：鮭の骨を任用したものなので、最後のカ  

ツコ内に「鮭」を記載しています。  

しょうゆ（本醸造）、風味原料（かつおぶし、かつおエキス、  

さばぶし、にぼし、こんぶ）、糖類（砂糖、加糖ぶどう等液糖）、  

発酵調味料、みりん、食塩、たんばく加水分解物、酵母エキ  

ス、調味料（アミノ酸等）、酸味料  

アレルギー表示をするに当たって注意すべき  

し ょ う ゆ：「スナックめん」の事例参照。  

風 味 原 料：魚種が単一であるかの確認が必要です。他  

の魚種が混ぎる可能性がある場合、一括に  

表示する場合に「魚介類」と記載し安す。  

果糖ぶどう糖液糖：「ロースハム」の事例参照  
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●乳等省令での「乳製品」は、「クリーム、バター、バタ   

ーオイル、チーズ、濃縮ホ工イ、アイスクリーム矩、濃   

縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、   

加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、   

ホ工イパウダー、たんばく質濃縮ホ工イパウダー、バタ   

ーミルクバウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸   

菌飲料、乳飲料」とされています。  

7：特定原材料についての範囲   

特定原材料等の範囲は、原則として日本標準商品分類の番  

号で指定されている範囲のものをさします。  

【卵の範囲】  

●鶏、あひる、うずら等一般的に使用される食用鳥卵が対   

象になり、他の生物の卵（魚卵、爬虫簸卵、昆虫卵なと）は含   

まれません。  

●全卵だけでなく、卵黄、卵白に分離していてもまた、生   

卵だけではなく、液卵、粉末卵、凍結卵なども用いた場  

合にも表示が必要です。  

【そばの範囲】  

●そば粉及びそば粉を用いて製造される、そばポーロ、そ   

ば饅頭、そばもち等も表示の対象です。  

【落花生の範囲】  

●ピーナッツ、なんきんまめと呼ばれるもので、小粒種、   

大粒種ともに対象です。  

●ピーナッツオイル、ピーナッツバターも含まれます。  

【小麦の範囲】  

●普通小麦、準強力小麦、デュラム小麦などすべての小麦   

と、それらから作られる各種小麦粉（強力小麦粉、準強力小   

麦粉、蒲力小麦粉、デュラムセモリナ、特殊小麦粉など）が対象範   

囲になります。  

●大麦、ライ麦等は対象外です。  

●小麦についてはさまざまな食品の原材料として使用され   

ているので、使用の有無を調査する場合には注意を必要   

とします。  

【あわびの範囲】  

●日本標準商品分類における「あわび」です。  

●「とこぶし」は含まれません。  

●国産品、輸入品にかかわらず「あわび」として流通して   

いるものが対象です。  

【いかの範囲】  

●全てのいか頬が対象です。  

●ほたるいか類、するめいか類、やりいか類、こういか類、   

その他のいか類（みみい机ひめいか、つめいか等）全てのい   

か類が対象です。  

【乳の範囲】  

●牛の乳より調製、製造された食品全てが対象となります。   

牛以外の乳（生山羊乳、生めん羊乳、殺菌山羊乳など）は対象外   

です。  

●乳に関しては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省   

令（昭和2綿厚生省令宗52号。以下、乳等省令という）に準ずるも   

のとされており、そのうち今回の対象は、牛以外のもの   

を除いた乳等省令に「乳」、「乳製品」と定義されたもの   

と、乳又は乳製品を主原料とする食品、その他乳等を微   

量であっても原料として用いられている食品を対象とし   

ています。  

●乳等省令での「乳」は「生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整   

牛乳、低脂肪牛乳、無脂牛乳、加工乳」とされています。  

【いくらの範囲】  

●いくらとすじこは同じものと考え、表示の対象です。  

【えびの範囲】  

●日本標準商品分類における「えび類（いせえび・ざりがに類   

を除く）」に該当するものです。．  

●くるまえび類（車エビ、大正エビ等）、しばえび類、さくらえ   

び類、てながえび類、小えび類（ほっかいえび、てっばうえぴ、   
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色系統（背豆、美子大豆）、黒色系統（黒豆）全てが対象とな   

ります。  

ほっこくあかえび類）等が対象となっています。   

●いせえび、うちわえび、ざりがに（ロブスター等）類や、  

しゃこ類、あみ類等は対象外です。  

【や空いもの範囲】  

●日本標準商品分類でいう「やまのいも」を対象とし、じ   

ねんじょ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やま  

といも等がそれにあたります。  

【オレンジの範囲】  

●ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオ′  

レンジ類が対象です。   

●うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、マンダリン、   

グレープフルーツ、レモン等は対象外です。  【ゼラチンの範囲】  

●牛、豚を主原料として製造されています。  

●ゼラチンは日本標準商品分類上の明確な分類項目はあり   

ませんが、対象は、ゼラチンの名称で流通している製品  

です。  

【かにの範囲】  

●いばらがに類（たらばがに、はなさきがに、あぶらがに〉、くもが  

に類（ずわいがに、たかあしがに）、わたりがに類（かざみ、いし  

がに、ひらつめがに等）、くりがに類（けがに、くりがに）、その  

他のかに類が対象でぎりがには対象外です。  

【牛肉、豚肉、鶏肉の範囲】  

●肉そのもの及び、動物脂（ラード、ヘッド）は対象です。  

●内臓については、耳、鼻、皮膚、真皮層を含む場合は対   

象ですが、いわゆる内臓（肉や真皮層を含まないもの）、骨（肉   

がついてないもの）、皮（真皮を含まないものに限る）は対象外で  

す。  

●ソーセージ等に用いるケーシング材も同様に判断しま  

す。   

●牛タンは対象外です。  

【さけの範囲】  

●陸封性のものを除くサケ科のサケ属、サルモ属に属する   

ものが対象で、さく河性のさけ・ます類で、しろざけ、   

べにぎけ、ぎんぎけ、ますのすけ、さくらます、からふ  

とます等の魚肉と精巣が対象です。   

●にじます、いわな、やまめ等陸封性のものは対象外です。  

【大豆の範囲】  

●えだまめ、大豆もやし等未成熟のもの、発芽しているも  

のを含みます。  

●黄色系統（みそ、しょうゆ、納豆、豆属に使用されているもの）、緑  
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可能性について回答しましょう。  

Q「アレルギー症状が起きてしまったのですが、原因   

がわからないので、原材料や使用量について許  

しく教えてください。」  

A：原材料規格書から、特定原材料等に限定せず、す  

べての原材料についての情報を提供しましょう。  

8：消費者への対応  

1）謀った表示がされた製品が出荷された場合の対応   

含まれている特定原材料等が記載されていなかった場合に  

は、その特定原材料等による食物アレルギー患者の健康被害  

が発生する可能性が高まります。   

まず、誤った表示がされている特定原材料等による食物ア  

レルギー患者へ、何らかの手段により早急に適切な情報提供  

をしましょう。その際には、その特定原材料による食物アレ  

ルギー患者以外には、鹿康被害発生の可能性がほとんどない  

ことを明示し、不安を助長することは避けましょう。  

答えるときの留意点  

l相手が知りたい情報についてはっきり理解できなかった場  

合には、確認を取りましょう。  

・相手の質問の趣旨が理解できなかった場合に、自分勝手に  

質問を解釈し回答することは、誠意がないと受け取られ、   

不信感を抱かせます。  

・「△△の質問ですが、…を回答すればよいのでしょうか。」  

■かってな判断や憶測で回答することはやめましょう  

・回答する時点において資料が不備である場合など、憶測や   

勝手な判断によって回答すると事故を引き起こす危険性が   

あります。連絡先を尋ね、正確な情報を資料入手後、回答   

しましょう。   

×「ゎたずねの▲▲（特定原材料等）は含まれていないと  

思います。」   

×「私どもの製品が原因とは考えられません。」   

O「今ここにその点に関する資料がありませんので、後日  

資料収集後回答いたします。ご連絡先をお教え下さい。」   

2）消費者からの問い合わせへの対応   

表示ですべての情報を伝達することはできません。そのた  

め、消費者や（掛こ食物アレルギー患者）は表示で入手でき  

なかった情報について、事業者へ問い合わせをすることが少  

なくありません。消費者からの問い合わせに備えて、製造工  

程や原材料規格書などの情報を集積しておくことが重要で  

す。   

問い合わせの目的は、「自分自身のアレルギー物質となる  

原材料の使用の有無を知る」「一括表示などで省略されてい  

る原材料について知る」「混入（コンタミネーション）の可  

能性を知る」「原材料についての基本的な知識を得る」「食物  

アレルギーが発症した際の原因物質の角牢明」などです。  

Q「最後にカツコ書きにされているものは、どの原材   

料に使われていますか」  

Q「アレルギー表示を省略している原材料がありまし  

たら教えてください」  

A：原材料規格書から各席材料について特定原材料等  

の情報を伝えましょう。  

Q「微量でも症状がでますので、同じ製造ライン（機   

械、器具など）で他にどのようなものを作ってい  

るかを敢えてください。」  

A：製造方法や同じラインやエ囁で製造している別製  

品の原材料規格書から、特定原材料等の情報に  

ついて確認し、混入（コンタミネーション）の  
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9：問い合わせ先  

○アレルギー表示についての問い合わせ先  

・地域の保健所食品衛生担当課  

・各都道府県や保健所を設置している都市（政令指定都市、中核市、保健所政令市）の食品衛生担当課  

・厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課調査表示係  

○アレルギー表示Q＆A  

http：／仙ww．mhIw．go．jp＾opics／0103／tpO329－2b．html  

○一般的な食品表示の問い合わせ先  

厚生労働省と農林水産省の連携のもと、相互に担当者を派遣し、食品の表示に関する一元的な相談窓口を開設しています。   

受け付ける相談の内容は、食品衛生法及びJAS法に基づく食品表示に関する相談です。  

相談内容が景品表示法に関係する場合には、相談窓口から公正取引委員会の担当部署に照会します。  

＝ … ● … … … … … ＝ ＝ … ＝ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

社団法人・日本食串衛生協会食品安全情報相談室  

東京都渋谷区神宮前2－6－1  

TELO3－3403－4127 開設日：毎週月曜日  

… … ■ ＝ ＝ ＝ … ＝ ＝ ＝ … ＝ ＝ ＝ ＝ … … … ■ … … ＝ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

独立行政法人・農林水産消費技術センター表示指導第2課  

埼玉県さいたま市北袋田1－21－2（埼玉新都市合同庁舎検査機）  

TELO4さ一600－2366 開設日：毎週水唖8  

＝ … ● ■ ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●   

独立行政法人・農林水産消費技術センター 名古屋センター表示将軍課  

愛知県名古屋市中区三の丸1－2－2（名古屋農林播合庁舎2号頼）  

TELO52－232－2029 開設日：毎週火曜日  

＝… ＝＝…＝＝ ＝＝… ＝ ＝ ● ■●●● ●●● ●● ● ● ● ● ● ●●●●● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ●● ●●● ●●● ●● ● ● ●●● ●●  

社団法人・大阪食品衛生協会 消費安全情報相談室   

大阪府大阪市中央区伏見町2－4－6（大阪薬業クラブ5F）  

TELO6－6227－6222 開設日：毎週金確日  

＝ …＝…＝…＝＝ ＝■● ●● ● ● ● ●●●●●● ●●●●●● ● ● ● ● ● ●●● ●●●● ● ● ● ● ● ●● ●●●●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●  

独立行政法人・農林水産消費技術センター 神戸センター表示指導課  

兵庫県神戸市中央区小野浜町1－4  

TELO78－331－7663 開設日：毎週末確日  

●● ●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●● ●● ● ● ● ●●● ●●●● ● ●●● ● ●●● ● ● ●●●●●●●●● ● ●● ● ●●●●●■●● ●●● ●●●●●●●●●  

社団法人・福岡市食品衛生協会  

福岡県福岡市博多区千代1－2－4（福岡生活術生食晶会館4F）  

TELO92－651－5505 開設日：毎週末曜日  

※開設時聞はいずれの窓口も10：00～12：00、13：00…16：00です（休日・祝日及び12月29日から1月4日までを除く）。   

厚生労働省  

医雲食品局食品安全部  
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厚生労働省  

医薬食品月食品安全訪  

http：〟www．mhlw，gO・JP   

i「丁・．－ ▲＿   ■＿■こ「  
、   l†  ‥ こ 
、丁・・  




